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就学奨励事業は、 特別支援学校への就学のために保護者等が負担する 経費の一部を保護者の負担能力の程度

に応じ て支給する も ので、 保護者の負担を軽減する こ と によ り 、 特別支援教育を普及奨励し 、 教育の機会均等

を実現する こ と を目的と し ていま す。  

 

 

就学奨励費は、 保護者の負担能力の程度（ 世帯全員の収入状況等） に基づき 支弁区分を認定し 、 こ れに応じ

て支給さ れま す。 支弁区分は、 次の四つに分かれていま す。  

 

 

 

 

支弁区分は、 次の表の世帯の所得額と 世帯状況を参考にし てく ださ い。  

実際の認定は、 世帯構成や人数等によ り 異なり ま すので、 あく ま で目安と し てく ださ い。  

※ こ こ でいう 所得額と は、令和６ 年度に納付すべき 都道府県民税及び区市町村民税の課税の基礎と なった、

世帯全員の総所得金額、 退職所得金額及び山林所得金額（ 所得控除を行う 前の額） の合計額から 、 社会保

険料、 生命保険料、 地震保険料及びひと り 親又は寡婦控除の控除額の合計額を引いた金額をいいま す。  

 

支弁区分 

世 帯 の 状 況（ かっこ 内は年齢を示す。）  

親(4 4 ) 
子(1 3 ) 

親(4 4 ) 親(4 1 ) 
子(1 3 ) 

親(4 4 ) 
子(1 3 ) 子(1 1 ) 

親(4 4 ) 親(4 1 ) 
子(1 3 ) 子(1 1 ) 

親(4 4 ) 親(4 1 ) 
子(1 3 ) 子(1 1 ) 

子(5 ) 

親(4 4 ) 親(4 1 ) 
子(1 3 ) 子(1 1 ) 

子(1 6 ) 

Ⅰ段階 
約 2 7 8 万円 
    以下 

約 3 5 8 万円 
    以下 

約 3 6 2 万円 
    以下 

約 4 3 7 万円 
    以下 

約 4 8 8 万円 
    以下 

約 5 1 6 万円 
    以下 

Ⅱ段階 
約 4 6 3 万円 
    以下 

約 5 9 8 万円 
    以下 

約 6 0 4 万円 
    以下 

約 7 2 9 万円 
    以下 

約 8 1 3 万円 
    以下 

約 8 6 0 万円 
    以下 

Ⅲ段階 
約 4 6 4 万円 
    以上 

約 5 9 9 万円 
    以上 

約 6 0 5 万円 
    以上 

約 7 3 0 万円 
    以上 

約 8 1 4 万円 
    以上 

約 8 6 1 万円 
    以上 

※ こ の表は、 令和５ 年度基準によ る も のです。 令和５ 年 1 0 月から の生活保護基準見直し に伴い、 令和６  

年度は変動がある 予定です。  

支弁区分 世帯の収入状況等 支給の概要 

Ⅰ段階 

①生活保護受給世帯 

②住民税非課税世帯 

③所得が生活保護基準の 1 .5 0 倍未満の世帯 

各経費の限度額の範囲内で、 実費の全額を支給 

Ⅱ段階 
所得が生活保護基準の 1 .5 0 倍以上 2 .5 0 倍未

満の世帯 

各経費の限度額の範囲内で、 実費の半額を支給（ 教科

用図書、 通学費等一部の経費については全額）  

Ⅲ段階 
①Ⅲ段階を選択し た世帯 

②所得が生活保護基準の 2 .5 0 倍以上の世帯 

教科用図書購入費、 通学費、 交流学習交通費等一部の

経費のみ支給 

施設等 児童福祉施設等に措置入所し ている 児童・ 生徒 
ICT 機器購入費（ 新入生用端末） 、 校外活動等参加費、

補助教材費の一部の経費のみ支給 

  

就 学 奨 励 事 業 の お 知 ら せ 

支弁区分の認定と は 

支弁区分の目安 

就学奨励事業と は 

こ のお知ら せの内容は、 令和６ 年１ 月時点のも のです。  

今後の制度改正等によ り 、 記載内容等に変更が生じ る 場合は別途お知ら せし ま す。 



実 費 全 ○ ○

Ⅰ ○ ○ ○ ○

Ⅱ △ △ △ △

Ⅰ ○ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ ○ △

Ⅲ ○ ○ ○

Ⅰ ○ ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） ○

Ⅱ ○ ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） △

Ⅲ ○ ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） ○

Ⅰ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ △

Ⅲ △ △

Ⅰ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ ○

Ⅲ △ △ △

Ⅰ 限度額　 6 0 ,9 8 0 限度額　 6 0 ,9 8 0

Ⅱ 限度額　 3 0 ,4 9 0 限度額　 3 0 ,4 9 0

Ⅰ 限度額　 年5 7 ,7 2 0 限度額　 年1 0 7 ,8 1 0

Ⅱ 限度額　 年2 8 ,8 6 0 限度額　 年5 3 ,9 0 5

Ⅰ 限度額　 年8 2 ,8 5 0 限度額　 年1 5 5 ,7 6 0

Ⅱ 限度額　 年4 1 ,4 2 5 限度額　 年7 7 ,8 8 0

Ⅰ 限度額　 年1 ,6 0 0 限度額  年2 4 ,6 6 0 限度額 年2 4 ,8 2 0

Ⅱ 限度額　 年　 8 0 0 限度額  年1 2 ,3 3 0 限度額 年1 2 ,4 1 0

Ⅰ 限度額　 年2 ,3 9 0 限度額  年3 6 ,9 8 0 限度額 年3 7 ,2 2 0

Ⅱ 限度額　 年1 ,1 9 5 限度額  年1 8 ,4 9 0 限度額 年1 8 ,6 1 0

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ 1 科目当たり 1 9 ,1 7 0 円限度

Ⅱ 1 科目当たり 9 ,5 8 5 円限度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

〃 Ⅰ 限度額　 年1 4 ,0 0 0 限度額　 年1 4 ,0 0 0 限度額　 年1 4 ,0 0 0

国庫優先後 　 国庫優先後 　

限度額　 年4 1 ,4 2 5 限度額　 年7 7 ,8 8 0

限度額　 年8 2 ,8 5 0 限度額　 年1 5 5 ,7 6 0

国庫優先後 　 国庫優先後 　 国庫優先後 　

限度額　 年3 ,0 6 0 限度額　 年1 1 ,1 3 0 限度額　 年1 0 ,9 8 0 限度額　 年3 5 ,0 0 0

国庫優先後 　 国庫優先後 　 国庫優先後 　

限度額　 年1 ,5 3 0 限度額　 年5 ,5 6 5 限度額　 年5 ,4 9 0 限度額　 年1 7 ,5 0 0

国庫優先後 　 国庫優先後 　 国庫優先後 　

限度額　 年3 ,0 6 0 限度額　 年1 1 ,1 3 0 限度額　 年1 0 ,9 8 0 限度額　 年3 5 ,0 0 0

国庫優先後 　 国庫優先後 　 国庫優先後 　

限度額　 年4 ,2 5 5 限度額　 年2 9 ,6 2 0 限度額　 年2 9 ,5 9 0 限度額　 年3 5 ,0 0 0

限度額　 年5 ,4 5 0 限度額　 年4 8 ,1 1 0 限度額　 年4 8 ,2 0 0 限度額　 年3 5 ,0 0 0

Ⅰ 限度額　 年2 ,7 9 0 限度額　 年7 ,6 4 0 限度額　 年1 1 ,1 8 0 限度額　 年1 1 ,1 8 0

Ⅱ 限度額　 年1 ,3 9 5 限度額　 年3 ,8 2 0 限度額　 年5 ,5 9 0 限度額　 年5 ,5 9 0

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ （ 肢・ 重以外） ○ （ 肢・ 重以外） ○

Ⅱ （ 肢・ 重以外） ○ （ 肢・ 重以外） △

Ⅲ （ 肢・ 重以外） ○

Ⅰ ○ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ ○ △

Ⅲ ○ ○ ○

Ⅰ ○ ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） ○

Ⅱ ○ ○ （ 肢・ 重） ○ （ 肢・ 重） △

Ⅲ ○ ○ （ 肢・ 重） ○

Ⅰ 限度額 年1 4 1 ,5 6 0 限度額 年1 4 1 ,5 6 0 限度額 年1 4 1 ,5 6 0 限度額 年1 4 1 ,5 6 0

Ⅱ 限度額 年7 0 ,7 8 0 限度額 年7 0 ,7 8 0 限度額 年7 0 ,7 8 0 限度額 年7 0 ,7 8 0

Ⅰ 限度額 年5 ,5 1 0 限度額 年5 ,5 1 0 限度額 年5 ,5 1 0

Ⅱ 限度額 年2 ,7 5 5 限度額 年2 ,7 5 5 限度額 年2 ,7 5 5

Ⅰ 限度額　 年1 5 6 ,2 1 0 限度額　 年1 4 8 ,8 5 0 限度額　 年1 3 9 ,7 5 0 限度額　 年1 3 9 ,7 5 0

Ⅱ 限度額　 年7 8 ,1 0 5 限度額　 年7 4 ,4 2 5 限度額　 年6 9 ,8 7 5 限度額　 年6 9 ,8 7 5

限度額　 年5 0 ,9 3 0
（ ※４ ）

　 ※４ 　 　 新入生用端末も 支給対象と なり ま す。

〔 記号説明〕 　 ○…実費又は日額の全額　 　 △…実費又は日額の半額（ それぞれ支給基準に適合する 範囲内で支給）

寄 宿 舎 食 費
限度内
実 費

〃 （ 国庫優先後） 〇
（ 新入生に限り １ 回のみ）

　 　 　 　 　 　 （ 肢・ 重以外） …肢体不自由校生及び重度重複障害相当生以外を 対象に支給する 経費

Ｉ Ｃ T機器購入費
（ 新入生用）
　 　  　 （ ※３ ）

〃 限度額　 年5 0 ,9 3 0
（ 新入生に限る ）

限度額　 年1 4 8 ,8 5 0

限度額　 年7 4 ,4 2 5

〔 注〕 　 　 支給基礎額の限度内実費と は、 実費（ 支弁区分がⅡ段階に該当する 世帯はその半額） と 限度額と のいずれか少ない金額を 支給し ま す。

寄
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助
事
業
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助
　
　
　
　
事
　
　
　
　
業

オン ラ イ ン 学習通信費 限度額　 年1 4 ,0 0 0

　 　 　 　 　 　 （ 肢・ 重） …肢体不自由校生及び重度重複障害相当生を 対象に支給する 経費

　 ※１ 　 　 校外活動等参加費の付添人は、 肢体不自由校生、 肢体不自由校以外の幼稚部の幼児及び小学部１ 年から ３ 年ま での児童並びに

　 　 　 　 こ れ以外の重度重複障害相当生に認定さ れた児童生徒の保護者（ 又は保護者負担で依頼する 人） １ 名を 支給対象と し ま す。

　 ※２ 　 　 視覚障害特別支援学校の高等部（ 本科保健理療科） の生徒のみ対象

　 ※３ 　 　 高等部(本科)の生徒のみ対象

Ｉ Ｃ T機器購入費
（ 新入生用端末）
　 　  　 （ ※３ ）

帰 省 費

〃

寄 宿 舎

用 品 費

日 用 品 等
購 入 費

限度内
実 費

限度額 年1 4 1 ,5 6 0

限度額 年7 0 ,7 8 0

寝 具
購 入 費

〃
限度額 年5 ,5 1 0

限度額 年2 ,7 5 5

○

○

○

付 添 人 〃

○

○

○

生 徒

帰 省 費 等 付 添 人 実 費

Ｉ Ｃ T機器購入費
　 　  　 （ ※３ ）

〃

補 助 教 材 費 等 〃
限度額　 年4 ,3 7 0

限度額　 年2 ,1 8 5

付 添 人
（ ※１ ）

拡 大 教 材 費 〃
１ 頁4 2 円限度 １ 冊当たり 1 0 ,5 0 0 円

１ 頁4 2 円限度 １ 冊当たり 5 ,2 5 0 円

 音 声 教 材 費 （ ※２ ） 〃

職 場 実 習 宿 泊 費 〃
限度額　 年7 ,5 2 0

限度額　 年3 ,7 6 0

校 外 活 動

等 参 加 費

生 徒 〃
限度額  年1 8 ,5 8 0

限度額 　 年9 ,2 9 0

付 添 人
（ ※１ ）

〃
限度額  年2 7 ,8 7 0

限度額  年1 3 ,9 3 5

修学旅行費

生 徒 〃
限度額　 年2 1 ,5 8 0

限度額　 年1 0 ,7 9 0

付 添 人
（ 肢 ・ 重 ）

〃
限度額　 年3 3 ,7 3 0

限度額　 年1 6 ,8 6 5

限度額　 年2 2 ,7 4 0 限度額　 年3 2 ,2 7 0

Ⅱ 限度額　 年4 ,3 4 0 限度額　 年5 ,8 2 0 限度額　 年1 1 ,3 7 0 限度額　 年1 6 ,1 3 5

学用品・
通学用品
購入費

学用品・
通学用品

〃

Ⅰ 限度額　 年8 ,6 8 0 限度額　 年1 1 ,6 4 0

○

△

新入学児童生徒
学用品・ 通学用品購入費

限度内
実　 費

限度額　 5 1 ,1 1 0

限度額　 2 5 ,5 5 5

（ 肢・ 重） ○

交 流 実 習

交 通 費

職 場 実 習
交 通 費

〃

交流及び
共同学習
交通費

〃

○

通 学 費

生 徒 実 費

○

○

○

付 添 人 〃

（ 肢・ 重） ○

（ 肢・ 重） ○

　 支　 　 給　 　 要　 　 件　

事
業
区
分

経　 　 費　 　 名
支　 給
基礎額

学 部 別 ・ 支 給 段 階 別 の 支 給 率 ・ 目 途 金 額 （ 円 ）

段
階

幼 稚 部
1 ～3 年 4 ～6 年 本　 科

小　 学　 部

中 学 部

高　 　 等　 　 部

学 校 給 食 費 日 額
○

専 攻 科

教 科 用 図 書 購 入 費

△

修学旅行費
付添人

（ 肢・ 重）
〃

Ⅱ
国庫優先後　  

限度額　 年1 6 ,8 6 5

Ⅲ
限度額　 年3 3 ,7 3 0

限度額　 年3 9 ,8 9 0

校外活動

等参加費

生  　 徒 〃

Ⅰ
国庫優先後　  

限度額　 年1 2 ,0 2 0

Ⅱ
国庫優先後　  

限度額　 年6 ,0 1 0

都
　
　
　
単
　
　
　
独
　
　
　
事
　
　
　
業

〃

Ⅰ
国庫優先後　  

限度額　 年1 2 ,0 2 0

Ⅱ
国庫優先後　  

限度額　 年2 5 ,9 5 5

Ⅲ



教 科 用 図 書 購 入 費

学 校 給 食 費

(1 ) 最も 経済的な通常の経路及び方法と なる 通学のための生徒等及び付添人の通学費で、 「 交通調書」 によ り 校長が認

    定し た額（ 原則と し て、 割引適用後の料金） を支給し ま す。

　 　 なお、 臨時又は１ か月未満の短期の経路及び方法によ る 通学費は支給対象外です。 　 　

(2 ) 付添人は、 原則と し て、 自力通学が困難で付添いを要する と 校長が認めた、 肢体不自由校生並びに肢体不自由校以

　 　 外の幼稚部の幼児及び小学部１ 年から ３ 年ま での児童の付添いを 支給対象と し ま す。 ま た、 肢体不自由校以外の小

　 　 学部４ 年以上については、 重度重複障害相当生に認定さ れた児童生徒の付添いのみ支給対象と し ま す。

(3 ) 自家用車利用については、 原則と し て、 自力通学が困難で付添いが必要であり 、 自家用車での通学を継続的に実施し 、

　 　 かつ、 こ れを実施し ないと 通学が困難と 認めら れた場合について、 定めら れた燃料単価を基に支給し ま す。  

(4 ) 通学経路等の変更があった場合（ 臨時又は短期を 除く 。 ） は、 「 交通調書」 を 再提出し てく ださ い。 定期券のキャ

〔 職場実習交通費〕 教育課程に位置付けら れた中学部及び高等部の職場実習に参加する ための、 自宅（ 寄宿舎・ 施設） から

　 実習先ま での最も 経済的な通常の経路及び方法によ る 往復の交通費（ 原則と し て、 割引適用後の料金） を 支給し ま す。

　 ただし 、 通学費支給区間は支給対象外です。

〔 交流及び共同学習交通費〕 教育課程に位置付けら れた交流学習（ 運動会等） に参加する ための、 集合地点から 解散地点

　 ま での区間で、 ク ラ ス 単位以上の団体で行動する 場合の最も 経済的な通常の経路及び方法によ る 交通費を 支給し ま す。

新入学に当たっ ての学用品、 通学用品（ ラ ンド セル、 カバン、 通学用服、 通学用靴、 雨靴、 雨傘、 上ばき 、 帽子等） の

購入経費について、 小・ 中・ 高等部（ 本科） の１ 年生（ 原則と し て６ 月１ 日在籍生） に限度額ま で支給し ま す。 購入日、

〔 学用品〕 原則と し て在籍する 生徒等全員を支給対象と し 、 ノ ート ・ 筆記用具のほか、 副読本、 練習帳、 辞典類、 体育用

　 ズッ ク 靴、 実験・ 実習材料・ 作業衣等の通常学校で必要と する 学用品の購入経費について限度額ま で支給し ま す。

　 購入日、 品目、 価格の記載のある 領収書等が必要です。

〔 通学用品〕 原則と し て在籍する 生徒等全員を 支給対象と し 、 通学用靴、 雨傘、 雨靴、 上ばき 、 帽子、 マス ク 等の通常必要と

　 する 通学用品の購入経費について限度額ま で支給し ま す。 購入日、 品目、 価格の記載のある 領収書等が必要です。

(1 ) 修学旅行のための生徒等と 付添人の交通費（ 集合地点から 解散地点ま での団体行動区間） 、 宿泊費、 食費、 見学料及

    びその他の共通経費（ 旅行業務取扱料金等） について、 学部ごと に１ 回支給し ま す。

(2 ) 付添いは、 生徒等が重度重複障害相当生（ 肢体不自由校生は全員） に認定さ れ、 学校から 付添いの依頼を し た場合の

　 　 保護者（ 又は保護者負担で依頼する 人） １ 名を支給対象と し ま す。 保護者等の自発的な付添いや公的職員によ る 付添

学校管理下で行われる 宿泊生活訓練行事等のための生徒等と 付添人の交通費（ 集合地点から 解散地点ま での

団体行動区間） 、 宿泊費、 食費、 見学料及びその他の共通経費（ 旅行業務取扱料金等） について、 修学旅行

費に準じ て支給し ま す。

ま た、 部活動合宿（ 一人年間5 ,0 0 0 円限度【 Ⅰ段階】 ） についても 同様に支給し ま す。

学校管理下で行われる 自校外での宿泊を伴わない行事（ 遠足・ 鑑賞会・ 見学会・ 移動教室・ 競技大会等。

ただし 、 小・ 中学部の交流学習を除く 。 ） のための生徒等と 付添人の交通費及び見学料を限度額ま で支給

し ま す（ 原則と し て、 校内行事は支給対象外です。 ） 。

付添人は、 肢体不自由校生、 肢体不自由校以外の幼稚部の幼児及び小学部１ 年から ３ 年ま での児童並びにこ れ

以外の重度重複障害相当生に認定さ れた児童生徒の保護者（ 又は保護者負担で依頼する 人） １ 名を支給対象と

し ま す。 なお、 重度重複障害相当生の認定は、 修学旅行費に準じ ま す。

教育課程に位置付けら れた高等部の職場（ 現場） 実習に参加する 場合の宿泊費を 支給し ま す。 ただし 、 教員が巡回指導を

行っ たも のと し ま す。

拡 大 教 材 費 弱視の生徒に対し て、 校長が必要と 認め、 かつ、 授業において使用する 拡大教材の購入費を 限度額ま で支給し ま す。

高等部（ 本科） の生徒に対し て、 Ｉ Ｃ Ｔ 機器の購入費を限度額ま で支給し ま す。 新入生用端末も 支給対象と なり ま す。

なお、 支給については、 条件があり ま すので、 詳細は学校事務担当者にお問い合せく ださ い。

※　 こ の表に掲げる 各経費の支給概要には、 全ての支給基準は記載さ れており ま せん。 詳細は学校事務担当者にお問い合せく ださ い。

オ ン ラ イ ン 学習通信費
教育課程に位置付けら れたオン ラ イ ン 学習にかかる 通信費やモバイ ルルータ ー等の通信機器購入、 レ ン タ ル費を限度額

ま で支給し ま す。 なお、 支給について、 条件があり ま すので、 詳細は学校事務担当者にお問い合せく ださ い。

〔 寝具購入費〕 入舎時に寄宿舎生活に必要と する 寝具（ 布団、 毛布、 枕等） を新たに購入し た場合に限度額ま で支給し ま

　 す。 購入日、 品目、 価格の記載のある 領収書等が必要です。 ただし 、 各学部在学中に１ 回（ 小学部は２ 回） を限度と し ま

　 す（ 損傷が激し い場合は再支給ができ ま す。 ） 。

寄 宿 舎 食 費

寄宿舎における １ 日２ 食又は３ 食の食事代及び１ 日１ 回のおやつ代（ 間食代） について、 限度額ま で実費支給し ま す。

ただし 、 寄宿舎食費会計上の欠食届の提出さ れている 期間・ 行事等によ り 食費が返金さ れる 日は支給対象外です。

なお、 寄宿舎食費会計の徴収月額と は異なる 場合があり ま す。

帰 省 費

(1 ) 最も 経済的な通常の経路及び方法と なる 入舎及び帰省のための交通費で、 「 交通調書」 によ り 校長が認定し た額

　 　 （ 原則と し て、 割引適用後の料金） を 支給し ま す。 生徒等年間３ ９ 往復分、 付添人年間７ ８ 往復分を限度と し ま す。

(2 ) 支給額の算定において、 割引が適用さ れる 場合は、 割引適用後の額を支給の算定額と し ま す。

　 　 帰省費の支給については、 条件があり ま すので、 詳細は学校事務担当者にお問い合せく ださ い。

寄 宿 舎 用 品 費

〔 日用品等購入費〕 入舎中に必要な洗面用雑品（ タ オル、 歯ブラ シ、 石けん等） 、 通信用品（ ハガキ、 切手、 封筒、

　 便せん等） 、 衣料補修用品（ 糸、 針、 補修用布等） 、 下着類、 厚生修養費（ 新聞、 雑誌等） 、 保健衛生費（ ちり 紙、

　 理髪代、 洗濯用品等） 及び生活必需品等の購入経費を限度額ま で支給し ま す。 購入日、 品目、 価格の記載のある 領収書

　 等が必要です。

音 声 教 材 費
視覚障害特別支援学校の高等部（ 本科保健理療科） の生徒に対し 、 専門教科「 保健理療」 において採択さ れた教科用図書を

原本と し て音声化し た教材で、 かつ、 当該教科用図書と と も に使用でき る 教材の購入費について、 限度額ま で支給し ま す。

Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 購 入 費

補 助 教 材 費 等

(1 ) 学習の単位と なる 生徒等全員が、 一律に個人の専用と し て使用又は制作等のために負担する も のを 支給対象と し ま

す（ 保護者等が自ら 購入し た教材等、 教育課程以外で使用する も のは支給対象外です。 ） 。

(2 ) 支出内容は、 補助教材購入費、 口座振替手数料（ 区立学校及び私立学校のみ対象） 、 卒業記念品の作成費、 一人２

　 　 冊目以上の教科書及び準教科書以外の補助教材（ 副読本・ ワ ーク ブッ ク ） のう ち、 校長が適当と 認めたも のと し ま す。

修 学 旅 行 費

　 　 い等は支給対象外です。

校 外 活 動 等 参 加 費

宿泊生活
訓練

校外活動

共通

職 場 実 習 宿 泊 費

交 流 実 習 交 通 費

  ま た、 副籍制度によ り 交流及び共同学習に参加する ための交通費を 支給し ま す。

新入学児童生徒
学用品・ 通学用品

購入費 品目、 価格の記載のある 領収書等が必要です。 ただし 、 生活保護費の入学準備金の受給者は支給対象外です。

学用品・ 通学用品
購入費

支　 　 給　 　 概　 　 要

｢教科書」 と し て承認さ れた図書（ 各教科・ 科目別に一人１ 冊） を 現物支給し ま す（ 小・ 中学部は無償給与です。 ） 。

学校給食費（ 給食の食材料費） について、 日額単価×支給対象日数で支給し ま す。 ただし 、 給食会計上の欠食届が提出

さ れている 期間及び行事等によ り 給食費が返金さ れる 日は支給対象外です。

なお、 給食会計の徴収月額と は異なる 場合があり ま す。

通 学 費

　 　 ンセル・ 紛失の届出も 必要です。 こ れによ り 支給額が再認定さ れま す。



 

 

就学奨励費の支弁区分の認定（ 受給申請） に当たり 、 次の書類（ 青色の書類） を学校が指定する 期日ま でに

提出し てく ださ い。                            ★…原則と し て電子申請 

 

1  

就学奨励費の受給に 

    かかる 申請書（ ★） （ 届出書）  

＜新入学時＞ 

「 申請書」 （ ★） を提出  ※申請の有無に関わら ず全員申請 

＜２ 年次以降＞ 

「 届出書」 を提出。 申請内容に変更がある 場合は「 変更申請書」 を

提出 ※昨年度から 世帯の変更がある 場合は、事務担当者に申し 出る こ と  

2  

交通調書（ ★）  

（ 上記申請書と 同フ ォ ームから 申

請）  

＜新入学時、 小学部４ 年次＞ 

通学費（ 又は帰省費） の受給を希望する 場合は提出 

※ 申請書の受給選択欄で「 ウ 」 を選択し た場合は不要 

＜小学部２ ・ ３ ・ ５ ・ ６ 年次、 中学部・ 高等部２ 年次以降＞ 

申請内容に変更がある 場合のみ提出 ※昨年度から 通学方法や経路の

変更がある 場合は、 事務担当者に申し 出る こ と  

3  支払金口座振替依頼書 

就学奨励費の振込支給に必要な書類 

新入学時、 振込口座変更時に提出 

※ 申請書の受給選択欄で「 ウ 」 を選択し た場合は不要 

4  
所得確認書類 

※①又は②を 提出 

①マイ ナンバー 

以下の a ～ｃ の全てを 提出。  

a . 児童・ 生徒本人のマイ ナンバー 

b . 1 8 歳以上の世帯全員分のマイ ナンバー 

c. 保護者（ 申請者） の本人確認書類 

※ 申請書の受給選択欄で「 イ 」 を選択し た場合 a と ｃ を提出 

※ 申請書の受給選択欄で「 ウ 」 を選択し た場合はいずれも 不要 

②課税証明書 等 

以下の a ～ｃ のう ちいずれかを提出。  

a . 課税証明書又は特別徴収税額通知書（ 給与所得者、 年金受給者）  

b . 非課税証明書（ 非課税者）  

c. 生活保護受給証明書（ 生活保護世帯）  

※ 申請書の受給選択欄で「 イ 」 又は「 ウ 」 を選択し た場合は不要 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 次の経費の支給に当たり 、 購入し た学用品等の購入日・ 購入品目・ 購入価格が記載さ れた領収書又はレ シート

が必要と なり ま すので、 学校から 案内がある ま で保管し ておいてく ださ い。  

 学   部 対 象 経 費 

幼稚部 学用品・ 通学用品購入費、 寄宿舎用品費、 帰省費（ 交通費・ 宿泊費）  

小学部・ 中学部 
新入学児童生徒学用品・ 通学用品購入費、 学用品・ 通学用品購入費、 寄宿舎用品費、  

オンラ イ ン学習通信費、 帰省費（ 交通費・ 宿泊費）  

高等部（ 本科）  
新入学児童生徒学用品・ 通学用品購入費、 学用品・ 通学用品購入費、 寄宿舎用品費、  

ICT 機器購入費、 オンラ イ ン学習通信費、 帰省費（ 交通費・ 宿泊費）  

高等部（ 専攻科）  寄宿舎用品費、 オンラ イ ン学習通信費、 帰省費（ 交通費・ 宿泊費）  

 

 

（ １ ） 金銭支給  

保護者が一旦負担し た金額について、 年３ 回（ ７ 月・ １ ２ 月・ ３ 月） の定例払において金銭を支給し ま す。 

口座振込又は現金によ り 支給し ま す。  

  （ ２ ） 現物支給 

保護者への金銭支給はせず、教科用図書の購入や行事の参加費等、学校が一括契約し て直接業者に支払い、

現物を支給し ま す。  
 

支弁区分の認定（ 受給申請） に必要な書類 

支給に必要な書類 

次の方法で支給さ れま す 

※ ①マイ ナン バーの提出方法については、 別紙「 マイ ナン バー関係書類作成・ 提出の流れ」 を 参照し てく ださ い。  
※ ②課税証明書等の場合は、 令和６ 年度分の課税証明書又は非課税証明書（ 6 月頃から 発行可能） において所得確認

を 行いま す。 提出時期については別途学校から 連絡し ま す。  
※ 所得控除において、「 小規模企業共済等掛金控除」 を 受けている 場合は、 就学奨励費の所得額においても 所得控除可

能です。 該当の方は、 小規模企業共済等掛金を 支払っ た証明書等を 併せて御提出く ださ い。  


